
議案第６５号 

 

北本市手数料条例の一部改正について 

 

 北本市手数料条例の一部を次のように改正する。 

 

 

令和４年１１月２９日 提出 

 

 

北本市長 三 宮 幸 雄     

 

 

北本市手数料条例の一部を改正する条例 

 

北本市手数料条例（平成１２年条例第９号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第１項第３２号ア（イ）中「住戸を含む１の建築物の住戸の

うち同時に申請された住戸の数」を「１の建築物の住戸数」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


